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崩土発生箇所

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ０ 日

京 都 府 南 丹 広 域 振 興 局 建 設 部

（ 京 都 府 南 丹 土 木 事 務 所 ）

道路計画室（片岡室長：0771-62-0248)

府道東掛小林線において、４月１５日に発生した崩土により、全面通行止を実施しておりましたが、下記により、

片側交互通行規制に切替えることになりましたので、お知らせします。

記

１ 区 間 亀岡市曽我部町春日部地内 規制区間延長 約１００ｍ

２ 日 時 平成２７年５月２２日（金） 午後３時～ 片側交互通行規制 に切替えます

３ 問い合わせ 京都府南丹土木事務所 道路計画室 （電話 ０７７１－６２－０２６８）

※ 大型車の通行は可能ですが、片側通行区間を御通行の際は十分御注意願います。

府道東掛小林線の通行止から片側通行へ切替えのお知らせ
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